
令
和
元
年
六
月
十
九
日
提
出

質
問
第
二
五
七
号

自
律
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
の
法
的
枠
組
み
と
ド
ロ
ー
ン
の
新
た
な
活
用
手
段
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

櫻

井

周
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自
律
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
の
法
的
枠
組
み
と
ド
ロ
ー
ン
の
新
た
な
活
用
手
段
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
今
、
特
に
山
間
部
・
過
疎
地
等
の
非
人
口
密
集
地
域
に
お
い
て
は
物
流
困
難
者
支
援
や
配
送
員
不
足
の
軽
減
の
た
め
無
人

荷
物
配
送
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
支
援
活
動
に
関
し
て
も
ド
ロ
ー
ン
（
Ｕ
Ａ
Ｖ
）
の
活
用

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
の
自
律
走
行
ロ
ボ
ッ
ト
や
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
可
能
性
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

一

自
律
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
Ｕ
Ｇ
Ｖ
を
活
用
し
た
陸
上
配
送
の
実
現
に
向
け
実
証
実
験
が
進
ん
で
い
る
と
認
識
し
て

い
る
。
自
律
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
と
は
、
原
動
機
を
動
力
源
と
し
て
用
い
、
構
造
上
車
輪
を
使
用
し
て
車
道
を
運
行
し
、
配
送
・

配
達
の
用
途
に
あ
た
る
機
械
で
あ
り
、
例
え
ば
今
年
一
月
に
福
島
県
南
相
馬
市
と
双
葉
郡
浪
江
町
で
実
施
さ
れ
た
日
本
郵
便

の
実
証
実
験
で
用
い
ら
れ
た
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
「
Ｙ
Ａ
Ｐ
Ｅ
」
や
宅
配
ロ
ボ
ッ
ト
「
Ｃ
ａ
ｒ
ｒ
ｉ
Ｒ
ｏ

Ｄ
ｅ
ｌ
ｉ
」
等
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
自
律
走
行
ロ
ボ
ッ
ト
の
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

�

自
律
走
行
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
道
路
交
通
法
第
二
条
第
九
号
に
お
け
る
「
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ

ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
、
原
動
機
付
自
転
車
、
自
転
車
及
び
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
並
び
に
歩
行
補
助
車
そ

の
他
の
小
型
の
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
」
、
ま
た
は
、
同
条
第
十
号
に
お
け
る
「
内
閣
府
令
で
定
め
る
大

き
さ
以
下
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る

一



車
で
あ
つ
て
、
自
転
車
、
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
」
、
に
該
当
し
う
る
か
。

�

同
様
に
、
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
二
号
に
お
け
る
「
原
動
機
に
よ
り
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製

作
し
た
用
具
で
軌
条
若
し
く
は
架
線
を
用
い
な
い
も
の
又
は
こ
れ
に
よ
り
牽
引
し
て
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
製
作
し
た
用
具
で
あ
つ
て
、
次
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
以
外
の
も
の
」
、
ま
た
は
、
同
条
第
三
号
に
お
け

る
「
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
に
よ
り
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
製
作
し
た
用
具
で
軌
条
若
し
く
は
架
線
を
用
い
な
い
も
の
又
は
こ
れ
に
よ
り
牽
引
し
て
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
製
作
し
た
用
具
」
、
に
該
当
し
う
る
か
。

�

仮
に
�
・
�
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
、
自
律
走
行
ロ
ボ
ッ
ト
の
実
用
化
に
際
し
て
は
道
路
交
通
法
・
道
路
運

送
車
両
法
お
よ
び
関
連
法
案
の
改
正
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
方
針
は
如
何
か
。

二

現
状
、
人
口
密
集
地
区
上
空
で
の
ド
ロ
ー
ン
の
第
三
者
上
空
飛
行
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て

以
下
質
問
す
る
。

災
害
発
生
時
の
緊
急
点
検
お
よ
び
点
検
訓
練
に
関
し
て
、
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事
務
所
「
災
害
時

の
緊
急
点
検
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
に
つ
い
て
〜
都
市
部
に
お
け
る
新
た
な
取
り
組
み
〜
」
の
「
今
後
の
課
題
」
の
中

二



で
、
「
訓
練
に
お
い
て
は
、
関
係
機
関
と
の
協
議
の
結
果
、
第
三
者
被
害
の
懸
念
が
あ
る
都
内
で
は
訓
練
と
し
て
の
ド
ロ
ー

ン
飛
行
が
で
き
な
い
た
め
、
都
市
部
の
状
況
を
再
現
し
た
訓
練
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
都
市
部
で
の
問
題
と
な
る
、
電
波
障

害
や
建
物
に
よ
る
遮
蔽
が
あ
る
中
で
の
飛
行
、
画
像
撮
影
や
画
像
送
信
等
と
い
っ
た
訓
練
手
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
の
言
及
が
為
さ
れ
て
い
る
。
高
速
道
路
倒
壊
に
よ
る
二
次
災
害
の
防
止
等
安
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
有
事
の
際
の
道
路

緊
急
点
検
お
よ
び
都
市
部
に
お
け
る
実
地
点
検
訓
練
は
飛
行
の
安
全
性
確
保
と
衡
量
し
つ
つ
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
政
府
の
方
針
は
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。

三


